
◼ 環境改善および研修に関する規定について

ハード面 ソフト面

行政機関

事業者
■意思疎通条例
(事業者による環境の整備)
第15条
・従業員に対する研修の実施その他の
環境の整備に努めなければならない。

一定規模以上 中小事業者

○福まち条例
第３条第２項
県は、自ら設置し、ま
たは管理する公益的施
設等を高齢者、障害者
等が安全かつ快適に利
用できるようにするも
のとする。

第11条
特定施設整備基準の遵
守

○福まち条例
第11条
特定施設整備
基準の遵守

診療所、集会所
等
○福まち条例
第11条
特定施設整備基
準の遵守

○福まち条例
第６条
事業者は、県が実施する福祉のまちづ
くりに関する施策に協力しなければな
らない。
第７条
県は、福祉のまちづくりに関する施策
を総合的に講ずるものとする。
・県民が福祉のまちづくりについての理解を
深めるための学習および啓発活動の推進

・県民がボランティア活動に参加できるため
の活動情報の提供および養成研修の実施

一定規模以下の
飲食店、理容所、
公衆浴場等
◎障害者差別解
消法

◎障害者差別解消法
第５条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的
確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の
必要な環境の整備に努めなければならない。

努力義務

努力義務

努力義務

義 務 義 務

義 務
義 務
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○だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例（抄）

(事業者の責務)
第６条 事業者は、その事業活動が地域社会と密接な関係にあることを自覚し、県が実施する福祉のまちづくりに
関する施策に協力しなければならない。

(施策の基本的事項)
第７条 県は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を基本とし、福祉のまちづくりに関する施策を総合的
に講ずるものとする。

(1) 県民が福祉のまちづくりについての理解を深めるための学校、職場、地域社会等における学習および啓発活動
の推進

(3) 県民が自ら進んで、創造性を生かし、福祉のまちづくりに関するボランティア活動に参加できるための活動情
報の提供および養成研修の実施

(特定施設整備基準)
第10条 知事は、規則で定める公益的施設等(以下「特定施設」という。)のうち多数の者の利用に供する出入口、
廊下、階段、エレベーター、便所、駐車場等の部分の構造および設備の整備に関し、高齢者、障害者等の利用に
配慮すべき事項について、特定施設の区分に応じて規則で必要な基準(以下「特定施設整備基準」という。)を定
めるものとする。

(特定施設整備基準の遵守)
第11条 特定施設の新築、新設、増築、改築、移転、用途変更(施設の用途を変更して特定施設とする場合を含
む。)、大規模の修繕または大規模の模様替え(以下「特定施設の新築等」という。)をしようとする者は、特定施
設整備基準を遵守しなければならない。

○滋賀県手話をはじめとする障害の特性に応じた言語その他の手段による意思疎通等の促進に関する条例（抄）

(事業者による環境の整備)
第15条 事業者は、次に掲げる場合において、県民等が障害の特性に応じた意思疎通等を円滑に行うことができる
ための合理的配慮(滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例第2条第4号に規定する合理的配慮をいう。)を的
確に行うため、従業員に対する研修の実施その他の環境の整備に努めなければならない。

(1) 障害者に対し商品を販売するとき。
(2) 障害者に対し医療、保健、福祉、文化芸術活動、スポーツ等に係るサービスを提供するとき。
(3) 障害者を雇用するとき。 2
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